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2024（令和 6）事業年度 事業計画（変更） 

 

Ⅰ 機構を取り巻く状況 

 

2017 年 7 月の「科学的特性マップ」公表以降、機構は、国とともに「対話

型全国説明会」や「自治体向け説明会」等を全国各地で継続的に実施してい

る。また、地層処分事業について「知りたい」「学びたい」という学習団体

への活動支援を継続してきたことにより、関心グループの数は着実に増加し

ており、多数のグループが勉強会や講演会、関連施設見学会等を実施してい

る。 

2023 年 4 月に開催された最終処分関係閣僚会議において、「特定放射性廃

棄物の最終処分に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）の改定案が

諮られ、その後、最終処分の実現に向けて政府一丸となって、政府の責任で

取り組んでいくべく、基本方針の改定が閣議決定された。この基本方針にお

いて、国、機構及び発電用原子炉設置者等が連携して全国の地方公共団体等

を個別に訪問する活動を強化すること、機構が地方公共団体及び関係住民の

声を従来以上に丁寧に聞く相互理解促進活動を強化すること等が示されたこ

とを踏まえながら、機構は、全国での訪問活動等に取り組んでいる。 

これらの対話・広報活動に継続的に取り組む中で、地層処分事業に関心を

持っていただいている複数の自治体のうち、長崎県対馬市において活発に議

論していただいた（2023 年 9 月 12 日に対馬市議会において文献調査受入れ

に関する推進請願を採択。同月 27日に市長が文献調査を受け入れないとの判

断に至ったことを表明）。 

また、国は、最終処分の実現に向け、今後検討課題の増加や新規発生が見

込まれることを踏まえ、原子力小委員会の下位機関である放射性廃棄物ワー

キンググループ（以下「廃棄物ＷＧ」という。）を廃止し、その代わりに総

合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会の下に特定放射性廃棄物小委

員会（以下「廃棄物小委」という。）を新設することにより、拡大する最終

処分の検討課題に対応することとした。 

2020 年 11 月に北海道寿都町及び神恵内村を対象として開始した文献調査

については、機構が提案した「文献調査段階の評価の考え方（案）」が、国

の廃棄物ＷＧ及び地層処分技術ワーキンググループ（以下「技術ＷＧ」とい

う。）において審議され、2023 年 11 月に「文献調査段階の評価の考え方」と

して取りまとめられた。機構は、この「文献調査段階の評価の考え方」に沿

って「文献調査報告書」の取りまとめを進めている。また、文献調査はいわ
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ば対話活動の一環であるという考えの下、2021 年 3 月に開設した「ＮＵＭＯ

寿都交流センター」及び「ＮＵＭＯ神恵内交流センター」（以下「寿都・神

恵内両交流センター」という。）を拠点として、両町村に設置された「対話

の場」の運営への協力・支援、顔の見えるコミュニケーション活動等を展開

するとともに、これらの取組みに関する情報を周辺地域にも提供している。 

技術分野に関しては、2023 年 1 月に経済協力開発機構／原子力機関（以下

「ＯＥＣＤ／ＮＥＡ」という。）の国際レビューチームが機構の「包括的技

術報告書」に関するレビューの結果を取りまとめた報告書を公表した。機構

は、2023 年 6 月に報告書に記載された提言への対応を公表するとともに、レ

ビュー結果の報告会をオンラインで開催した。また、2023 年 3 月に国が「地

層処分研究開発に関する全体計画（令和 5 年度～令和 9 年度）」（以下「全体

計画」という。）を定めたことを受け、機構は「地層処分事業の技術開発計

画（2023 年度～2027 年度）」（以下「中期技術開発計画」という。）を策定し、

これに基づき、国、関係研究機関及び大学等との連携を図りながら技術開発

を進めていくこととしている。 

原子力を利用する世界各国に目を向けると、最初の処分坑道の掘削が完了

したフィンランド、最終処分場の設置許可申請書が政府に提出されたフラン

ス、実施主体が十数年にわたる研究に基づき放射性廃棄物の最終処分候補地

を政府に提案したスイスなど、この数年間で最終処分の実現に向けた取組み

が着実に前進している。 

こうして、高レベル放射性廃棄物等の最終処分事業の重要性に対する認識

と実現に向けた機運が、国内外において高まってきている。 

さらに、そうした状況の中、2024 年 5 月に佐賀県東松浦郡玄海町から国に

よる文献調査の申入れへの受諾をいただいた（以下、文献調査の対象となる

自治体を総称して「文献調査自治体」という。）。 

 

 

Ⅱ 2024（令和 6）事業年度の事業実施に関する基本的な考え方 

 

寿都町及び神恵内村を対象とした文献調査については、「文献調査段階の

評価の考え方」に沿って、引き続き「文献調査報告書」の取りまとめを進め

る。報告書の取りまとめ後は、北海道知事、寿都町長及び神恵内村長への送

付、公告・縦覧、報告書の記載事項を周知させるための説明会など、「特定

放射性廃棄物の最終処分に関する法律」（以下「最終処分法」という。）をは

じめとする最終処分関係法令に定められた手続を開始する。また、寿都町及

び神恵内村、その周辺地域等の皆さまに「文献調査報告書」の内容に関する
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理解を深めていただき、概要調査への移行も含めて議論していただけるよう、

北海道内における対話・広報活動の一層の充実を図る。 

玄海町を対象とした文献調査については、「文献調査計画書」を取りまと

め、同計画に基づく調査に着手する。また、地域での対話・広報活動を進め

るため、現地拠点を開設するとともに、地域の皆さまとの対話を行う場につ

いて自治体と協議・検討した上で、場の創設、運営、運営に係る協力・支援

を行う。 

全国での対話・広報活動については、新たな地域において早期に文献調査

を開始することを目指し、基本方針で示された施策を推進し、各地域におい

て地層処分事業を将来の選択肢の一つとして自分ごととして考えていただく

取組みの推進・強化を図る。なお、文献調査自治体以外の新たな地域で文献

調査を開始できることになった場合は、「文献調査計画書」を作成の上、調

査に着手するとともに、地域での対話・広報活動を進めるため、現地拠点を

開設する。 

「対話型全国説明会」等においては、文献調査の進捗や結果を説明するこ

とを通じて、新たな地域を含む文献調査自治体の状況に関する理解促進を図

る。 

技術分野については、国の全体計画及び「包括的技術報告書」への国際レ

ビューチームの提言への対応等を踏まえて策定した機構の「中期技術開発計

画」に沿って、国内外の関係機関との共同研究などを通じた連携を強化しつ

つ、計画的な技術開発を進め、地層処分の技術的信頼性を更に向上させる。 

事業活動を公正かつ適切に運営し、着実に推進していくため、ＰＤＣＡを

通じた業務改善や部門間の緊密な連携等の徹底を図る。また、事業の進展を

見据えて必要となる組織体制の検討・整備を行い、人材の確保・育成を進め

る。 

機構はこうした考え方に基づき、最終処分法に従い、2024（令和 6）事業

年度における事業計画（以下「本計画」という。）を、2023（令和 5）事業年

度の実績を踏まえて、「文献調査」、「対話・広報活動」、「技術開発」及び

「組織運営」の各分野について以下のとおり定めるものとする。 

なお、事業の進展に伴い必要となる場合は、本計画を変更するものとする。 

 

 

Ⅲ 文献調査 

 

（2023事業年度の事業活動） 

※2024年 2月 7日時点における事業活動を記載。以降の各項目においても同様 
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１．寿都町及び神恵内村とその周辺地域等における対話活動 

寿都町及び神恵内村の皆さまに地層処分事業等に関する議論を深めていた

だけるよう、「対話の場」の運営や協力・支援を行った。「対話の場」につい

ては、賛否の立場に偏らないファシリテーターによる進行、参加者の関心を

踏まえたテーマでの開催、インターネットによるライブ配信や会議の結果概

要等をまとめた広報チラシの地域広報紙への折込みや全戸配布により、参加

者による自由闊達な意見交換が行われることへの配慮と会合の透明性の確保

との両立を図った。 

寿都町における「対話の場」は 2回開催され、「将来の町の在り姿」につい

てのまとめや文献調査の進捗状況の振り返り、「文献調査段階の評価の考え

方（案）」に関する意見交換が実施された。 

神恵内村における「対話の場」は 4 回開催され、参加者の関心が高い「村

おこし」をテーマに子育て・教育、漁業、観光等についてのテーブルワーク、

専門家による「放射線の基礎知識」の講演、「まちづくりの振り返り」に関

する意見の取りまとめ及びその分析結果の説明、文献調査の進捗状況の振り

返り、スイスの処分地選定プロセスや地域振興策の説明が実施された。また、

神恵内村の皆さまに地層処分について多様な視点で情報をお伝えするため、

地質学の専門家を招いた「対話の場」主催によるシンポジウムが開催され、

55名の地域の方に参加していただいた。 

寿都・神恵内両交流センターにおいては、地域の皆さまからいただいた意

見・要望に合わせて施設見学等を実施した。また、地域の皆さまとの交流の

輪を広げるため、寿都町では「寿都神社例大祭」等、神恵内村では「沖揚げ

まつり」等の地域行事に積極的に参加した。 

北海道内の多くの皆さまに地層処分や機構の事業活動について知っていた

だけるよう、寿都町及び神恵内村の周辺地域の自治体担当窓口等に対し、地

層処分事業に関する情報を継続的に提供した。さらに、北海道内における広

報活動として、新聞、ラジオＣＭ等による情報発信を実施したほか、多くの

方が来場されるイベントに地層処分展示車「ジオ・ラボ号」等を活用した広

報ブースを出展した。 

 

２．文献調査の着実な実施 

収集した文献・データから抽出した情報を用いて、火山・火成活動、断層

活動、隆起・侵食等の最終処分法をはじめとする最終処分関係法令に定めら

れた要件に照らした評価を行うに当たり、透明性のあるプロセスの中で科学

技術的な妥当性を確保しつつ丁寧にこれを行うため、機構が提案した「文献

調査段階の評価の考え方（案）」について、技術ＷＧ及び廃棄物ＷＧにおい
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て審議が行われ、機構は、両ＷＧにおける審議への対応を行った。 

以上の審議に基づき、国により「文献調査段階の評価の考え方」が取りま

とめられ、パブリックコメントを経て 2023 年 11 月に公表されたことから、

機構は、この「文献調査段階の評価の考え方」に沿って「文献調査報告書」

の取りまとめに向けた細部の確認、表記の統一などを進めた。 

 

（2024事業年度の事業計画） 

１．寿都町及び神恵内村を対象とした文献調査の着実な実施及び北海道内にお

ける対話・広報活動の充実 

（１）寿都町及び神恵内村、その周辺地域等における対話活動 

ア．「対話の場」をはじめとした地域との対話活動 

寿都町及び神恵内村の皆さまに文献調査の結果を報告すること等により、

地層処分事業に関する議論を一層深めていただけるよう、「対話の場」をは

じめとした地域との対話活動を実施する。 

「対話の場」については、意見交換や質疑応答等を通じて地域の皆さまと

情報を共有し、地層処分事業に関してその賛否に関わらず自由闊達に議論を

していただく場として、運営の透明性を確保しつつ、参加者から提案いただ

いた取組みの実現や運営方法の改善に向けた協力・支援を行う。 

「対話の場」に関する情報については、実施状況のインターネットによる

ライブ配信、機構ホームページへの資料掲載、広報チラシの地域広報紙への

折込み等を通じて、地域の皆さまに積極的に発信する。 

また、寿都町及び神恵内村のみならず、今後新たに文献調査を実施する自

治体で地域対話を進める際の参考となるよう、寿都町及び神恵内村における

「対話の場」等に関する経験、教訓、留意事項を整理することを目的として、

「対話の場」参加者等から多様な声を聞いた上で、地域対話等に知見のある

第三者専門家からの助言・アドバイスを得つつ「対話の場」の振り返りを行

い、国と連携してその結果の取りまとめを進める。 

 

イ．寿都・神恵内両交流センターを中心とした地域との対話活動 

地域の皆さまからの様々な問合せにきめ細かくお応えできるよう、寿都・

神恵内両交流センターの職員による「顔の見えるコミュニケーション」を一

層充実させる。具体的には、「対話の場」から派生した地域の将来に向けた

勉強会、施設見学会、少人数グループによる活動の支援、地域活動への参加

等を実施する。 

文献調査の結果を寿都町及び神恵内村の住民の皆さまにお伝えするため、

法令に定められた説明会等、地域の皆さまに「文献調査報告書」の内容を説
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明する場を設ける。周辺自治体に対しても丁寧な説明を実施する。 

 

ウ．地域の将来に関する検討への貢献 

「対話の場」等での地域の将来に関する議論に貢献できるよう、地域から

の要望を踏まえてまちづくりに役立つ先進事例等の必要な情報を提供する。 

今後は、地域共生の観点から地域の将来を見据えた支援をしていくことが

重要になるため、地域振興等に関する外部の知見も活用の上、地域が抱える

課題の把握・分析力や分析結果に基づく企画・提案力の向上を図りつつ、取

組みを強化していく。 

 

エ．周辺地域及び北海道内での情報発信 

寿都町及び神恵内村の周辺地域や道内の関係自治体、地域団体等に対し、

文献調査の進捗状況等についてきめ細かな情報提供を実施する。 

北海道の地理的特性等を踏まえつつ、道内の皆さまに地層処分事業におけ

る処分地選定プロセスや「文献調査報告書」の内容等について理解を深めて

いただけるよう、説明会の開催、広報ブースやジオ・ラボ号の出展、新聞広

告、ラジオＣＭ、機構ホームページへの情報掲載、報道機関への情報提供を

通じた情報発信等により、対話・広報活動を充実させる。 

 

（２）文献調査の着実な実施  

ア．文献調査報告書の取りまとめとその後の対応 

国により取りまとめられた「文献調査段階の評価の考え方」に沿って「文

献調査報告書」を適切に取りまとめる。 

報告書の取りまとめ後は、関係自治体の意見・要請を踏まえつつ、報告書

等の北海道知事、寿都町長及び神恵内村長への送付、公告・縦覧、報告書の

記載事項を周知させるための説明会、意見書の受領など、最終処分法をはじ

めとする最終処分関係法令に定められた手続を開始する。法定説明会等につ

いては、最終処分事業や文献調査の結果について広くお伝えすることができ

る貴重な機会と捉え、分かりやすく、丁寧な説明を徹底する。 

さらに「概要調査地区」の選定については、報告書の内容についての意見

に配意して行う。 

 

２．玄海町を対象とした文献調査及び佐賀県域における対話・広報活動の実施 

（１）玄海町、その周辺地域における対話活動 

ア．現地活動拠点の開設 

玄海町の皆さまの意見・要望を伺いながらきめ細かな対話・交流活動を実
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施するため、現地事務所を開設する。なお、開設に向けた検討・準備を進め

るに当たっては、当該地域の発電用原子炉設置者及び自治体に協力を求める。 

 

イ．対話を行う場の創設 

地域の皆さまに機構からの継続的な説明や質疑応答を通じて地層処分事業

への理解を深めていただくとともに、地域の将来像等も含め活発な意見交換

等を実施していただけるよう、地域の要望を踏まえた対話を行う場の創設に

向けて検討を行い、場の設置を目指す。なお、この検討に当たっては、寿都

町及び神恵内村における先行事例を参考にしつつ、玄海町の地域特性及び自

治体をはじめとする地域の皆さまの意向を踏まえて進めていく。 

 

ウ．玄海町における対話・交流活動 

機構の事業活動について理解を深めていただけるよう、玄海町においてき

め細かな対話・交流活動を実施する。具体的には、地域の皆さまの意見を伺

いながら、要望や地域事情を踏まえ、地域イベントへの参加や広報広聴イベ

ントの開催等により、「顔の見えるコミュニケーション」を深めていく。 

 

エ．文献調査の内容等に関する地域への説明 

文献調査を円滑に進めていくためには、地域の皆さまの理解と協力を得る

ことが重要であり、調査のプロセス等の透明性を確保することが必要となる。

そのため、地域における対話・交流活動を通じて、地域の皆さまに文献調査

の内容や進捗状況等を分かりやすく説明するとともに、その際にいただいた

質問・疑問等に対しては、機構内で連携の上、的確に対応する。 

 

オ．周辺地域及び佐賀県内での情報発信 

玄海町の周辺地域や佐賀県内において、地層処分事業や機構の取組みへの

関心を高め、理解を深めていただけるよう、現地事務所を開設の上、機構が

行う事業活動等に関する情報を遅滞なく、分かりやすく発信する。 

 

（２）文献調査の着実な実施 

ア．「文献調査計画書」の提示、調査の実施 

調査の手順、収集する文献、評価のまとめ方等を「文献調査計画書」とし

て取りまとめ、玄海町の皆さまに丁寧に説明しながら、文献調査を実施して

いく。 

調査に当たっては、「文献調査段階の評価の考え方」に従い、玄海町やその

周辺地域に関する地質図や学術論文等の必要な文献・データを収集し、地
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震・活断層、噴火、鉱物資源などの最終処分法で定められた要件に対応した

項目及び地熱資源について、避ける場所の基準に基づいて評価する。また、

地層や岩体、断層などの分布や地質環境特性を調査する技術的観点からの検

討及び土地の利用制限などの経済社会的観点からの検討を進める。 

 

 

Ⅳ 対話・広報活動 

 

（2023事業年度の事業活動） 

１．地層処分事業への全国的な関心喚起に向けた多様な対話・広報活動の実施 

地層処分事業への全国的な関心喚起のため、全国各地で「対話型全国説明

会」を継続的に開催した。開催に当たっては、グループ質疑に対応する職員

全員を対象に、本番を想定したロールプレイング研修を事前に実施すること

により、説明会の質的向上を図った。また、開催告知として、より多くの

方々に参加していただけるよう、新聞広告、ＳＮＳ、ウェブ広告による情報

発信、会場周辺の住宅へのチラシ配布を実施した。 

「対話型全国説明会」開催の機会等を利用して、全国の自治体、経済団体、

報道機関等を訪問し、説明会の開催趣旨や地層処分事業の概要等について説

明した上で、ご本人の了解を得た自治体等の担当者にメールマガジンを送付

した。さらに、基本方針で示された国・機構・発電用原子炉設置者等の合同

チームによる個別訪問活動については、説明資料やデータベース等を整備し

た上で、自治体等への個別訪問を開始した。 

地層処分事業について「知りたい」「学びたい」という学習団体に対して

は、勉強会や視察会、学習団体同士が連携した世代間・地域間の交流活動な

ど、多様な取組みを支援した。 

全国の皆さまに地層処分事業を社会全体の問題として認識していただき、

機構に対する認知や理解を高めていただくため、多様な手段を用いて幅広い

層に向けた情報発信を実施した。具体的には、若年層を主な訴求対象とした

ＣＭのウェブ配信、若年層・女性層の閲覧率が高い外部メディアへのタイア

ップ広告の出稿、バナー広告による機構ホームページへの誘導、フェイスブ

ック及びインスタグラムによる情報発信、機構ホームページの既存コンテン

ツのリニューアル、広報誌「シン・ちか通信」の新規発行を実施した。 

さらに、ジオ・ラボ号を活用した子供連れの家族が多く立ち寄る各地の科

学館等が主催するイベントや都市型ショッピングモールへの出展に加え、大

規模環境イベント「エコプロ 2023」に出展し、ＳＤＧｓ（Sustainable 

Development Goals）と地層処分事業の関わりについて訴求した。また、リニ
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ューアルした科学技術館での常設展示を通じた広報活動及び来場者の増加に

向けた活動を実施した。 

次世代層への訴求を目的として、学校の授業で高レベル放射性廃棄物の地

層処分を取り上げていただけるよう、全国の教育関係者を対象とした授業研

究支援を実施した。教員から要請をいただいた場合は、機構職員を派遣して

地層処分に関する講義や授業を行った。 

支援先の拡大を目指し、教育関係の学会やイベントに参加することで教育

関係者との新たなネットワーク作りを図った。また、既存の支援先団体に教

育関係者同士の横のつながりの強化を促したことにより、教育関係者による

交流会が開催された。 

報道関係者に対しては、正確な情報に基づく記事がより多く掲載されるよ

う、プレスリリース等を通じた継続的な情報発信に加え、問合せや取材に丁

寧に対応した。また、各社の新任記者等を対象に地層処分事業に関する勉強

会や論説委員との意見交換を実施した。 

 

２．多様な対話・広報活動におけるマネジメントの強化 

「対話型全国説明会」の開催に当たっては、機構各部が連携し、組織一体

となって対応した。また、説明会の開催効果を向上させるため、開会までの

待機時間に上映する事前学習動画を従来よりも分かりやすい内容のコンテン

ツに変更した。 

機構職員のコミュニケーションスキル・業務知識・ノウハウの習得のため

の研修や勉強会を実施した。寿都町や神恵内村での課題に対して適切な支援

を行うことができる体制の構築に向けて、漁業振興や農業振興、風評面に関

する有識者とのアドバイザー契約を更新した。 

地層処分事業の社会的側面に関する研究支援については、2022 事業年度に

実施した外部有識者等へのヒアリングやアンケートの結果を踏まえ、研究支

援期間の延長、募集方法の見直しといった改善を行い、第 3 回の研究支援事

業を開始した。 

 

（2024事業年度の事業計画） 

１．地層処分事業への全国的な関心喚起に向けた多様な対話・広報活動の実施 

（１）「対話型全国説明会」の継続的な開催 

全国のできるだけ多くの地域で地層処分事業への関心を高め、理解を深め

ていただけるよう、発電用原子炉設置者とも連携しながら、引き続き開催地

を適切に選んで「対話型全国説明会」を開催する。 

開催告知については、より多くの方々に参加いただけるよう、世代毎の特
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徴を踏まえた多様な告知広告（インターネット、ＳＮＳ、新聞、ポスティン

グ等）を行う。 

説明会の運営については、地層処分事業に関する丁寧な説明と参加者との

対話を重視する。説明する事項は、地層処分の必要性やリスクと安全確保に

関する内容に加え、文献調査自治体における文献調査の進捗や結果とし、こ

れらの情報を適宜更新して充実させる。 

説明会を通じて地層処分事業に関心を持っていただいた方々に対しては、

学習支援事業を紹介するなど継続的に情報提供を行い、関心層の拡大につな

げる。 

開催効果を高めるための改善策を継続的に検討、実施する。検討の一環と

して、発電用原子炉設置者等と連携の上、地層処分事業を含むエネルギーに

関する課題への関心喚起に向けた新たな取組みについて検討する。 

 

（２）自治体や経済団体等への訪問活動 

文献調査実施地域の拡大に向けて、国及び発電用原子炉設置者との合同チ

ームによる全国各地の自治体や経済団体等への個別訪問を積極的に実施し、

地層処分事業や文献調査の状況等について情報提供を行う。 

個別訪問により関心を持っていただいた自治体や経済団体等に対しては、

継続的に情報提供や訪問活動を行うとともに、勉強会や視察会の実施を通じ

て理解の促進を図る。 

 

（３）学習団体の活動への支援 

地層処分事業について「知りたい」「学びたい」という学習団体等の活動

が、地層処分事業の進展に結び付くよう、関心事項に関する情報を適切に提

供する。 

学習団体間の連携活動を積極的に支援し、他団体の活動に学ぶ交流学習等

を通じて学習団体間の相互連携を深める。学習団体と文献調査を実施してい

る自治体の住民の皆さまや学生等との交流については、当該自治体と相談の

上で進めていく。 

また、教育支援事業や出前授業等の取組みを一層推進し、これらの取組み

と学習支援事業を連携させることにより、それぞれの活動の充実を図る。 

こうした学習団体の活動が社会に広く認知されるよう、機構から各団体の

活動状況を発信するとともに、学習団体自身による情報発信を奨励する。 

 

（４）幅広い層に向けた多様な広報活動の実施 

ア．メディア等による情報発信 
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全国の皆さまに地層処分事業を社会全体の問題と認識していただくことを

目指し、幅広い層に向けて、多様な手段を活用して分かりやすさを重視した

情報発信を実施する。 

機構ホームページについては、利便性と滞在時間の向上を目指し、新たな

コンテンツの制作、閲覧者の目線に立った構成や内容の改善を検討し、実施

する。特に閲覧者の関心が高い技術開発や、機構各部の取組みに関する主要

コンテンツ等を充実させる。 

若年層や女性層に向けた情報発信のため、引き続きこれらの層の関心が高

い外部メディアにタイアップ広告を出稿するとともに、バナー広告の掲載に

よる機構ホームページへの誘導を行い、機構ホームページの閲覧数の向上を

図る。 

ＳＮＳ等については、女性層・次世代層を対象としたインスタグラムへの

投稿及び幅広い層を対象としたフェイスブックへの投稿を、メインターゲッ

ト層を意識した内容となるよう工夫しながら継続する。メールマガジンを通

じた情報発信も継続していく。 

地方紙等への新聞広告については、反響調査の結果を踏まえて、より効果

的な広告となるよう内容の見直しを図りながら掲載を継続する。 

広報イベントについては、ジオ・ラボ号を有効に活用し、各地の科学館等

が主催するイベントやより多くの集客が期待できるショッピングモール等を

中心に全国各地で広報ブースを出展する。加えて、ＳＤＧｓと地層処分事業

の関わりについて訴求するため、引き続き大規模な環境イベントへの出展も

行う。また、科学技術館の常設展示への集客支援を継続して実施する。 

「広報活動に係る意識調査」を実施し、地層処分事業に関する国民の意識

等を分析し、その結果を今後の活動に反映させる。 

 

イ．教育関係支援事業等 

地層処分事業は長期にわたる事業であることを踏まえ、教育現場において

高レベル放射性廃棄物の地層処分を授業で扱っていただき、次世代層に地層

処分について考えていただけるよう、教員への情報提供と教材準備や出前授

業等の支援を行う。具体的には、引き続き教育現場の現状にも配慮して、教

育研究団体の研修活動の支援、教員等との新たなネットワーク作り、教育支

援ツールの充実と活用促進を実施する。また、日本のエネルギー事業につい

て理解していただく中で地層処分事業への関心も高めていただけるよう、発

電用原子炉設置者、関係団体との連携を強化し、新たな授業展開を検討する。 

 

ウ．報道関係者への情報発信等 
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報道関係者には、事実に基づいた報道をしていただくことが重要であるこ

とから、プレスリリースを通じて地層処分事業に関する情報発信を継続的に

実施するとともに、問合せに対して丁寧に対応する。また、報道各社の記者

との勉強会や論説委員との意見交換会を実施する。 

全国各地のオピニオンリーダーや幅広い分野の専門家等から地層処分事業

に関する正確な情報が数多く発信されるよう、これらの方々に対する地層処

分事業に関する継続的な情報提供に取り組む。 

 

２．多様な対話・広報活動におけるマネジメントの強化 

（１）対話・広報活動を効果的・効率的に実施するためのマネジメント強化 

全国各地における対話・広報活動と「文献調査報告書」の取りまとめ後の

北海道内における活動を、部門間連携を強化して機構の人的リソースを有効

に活用することにより効率的に推進する。 

「対話型全国説明会」等の説明会については、開催による効果を向上させ

るため、過去の実施結果の評価・分析結果及び海外事例や外部有識者の意見

を踏まえた検討を行い、絶えず改善する。 

地域の関心が高い長期の安全性や風評面等に関しては、従来以上に分かり

やすい説明ができるよう、説明会や個別訪問活動において使用する資料やコ

ンテンツ等の見直しを図る。 

説明会や広報イベント等の現場運営やリスク管理に関する教育を行い、適

切に実施し得る能力を習得した職員を各種イベントの全体統括者として登用

する。 

また、地層処分事業を進める世界各国における対話・広報活動に関する情

報を収集し、好事例を機構の各種取組みに反映させる。 

 

（２）対話・広報活動を強化するための人材育成及び体制整備 

全国各地での対話・広報活動に加え、個別地域における活動を丁寧に実施

するため、プレゼンテーション研修や対話力向上研修、ロールプレイング研

修を通じて応対品質の向上を図る。業務知識の伝承に向けては、日常業務に

おけるＯＪＴや勉強会等の人材育成策を継続的に実施する。こうした研修等

により育成した職員を積極的に説明会等に登用する。 

文献調査の対象となっている自治体等における地域対応業務を継続的に進

めるため、中長期の事業進展を見据えた機構職員の育成・配置を行う。また、

対話・広報活動をより効果的なものとするため、学会・専門家、外部ファシ

リテーターとの関係を一層強化する。 
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（３）地層処分事業の社会的側面に関する研究への支援 

基本方針に基づき、地層処分事業の社会的な側面に関して行われる研究を

継続的に支援することとし、支援に当たっては、研究の自律性及び事業の公

正性を確保することを前提とする。 

2022 事業年度に行った外部有識者へのヒアリングの結果等を踏まえて実施

した研究支援期間の延長や募集方法の見直し等の改善については、その実施

効果を検証する。 

また、諸外国の社会的な側面に関する研究の事例を収集し、研究者と共有

することで、国内での地層処分事業の社会的側面に関する研究の一層の充実

を図る。 

 

 

Ⅴ 技術開発 

 

（2023事業年度事業活動） 

１．計画的な技術開発の推進 

国の「全体計画」、2022 事業年度までの技術開発成果、包括的技術報告書

の国際レビューで示された提言及び規制動向等を考慮して策定した機構の

「中期技術開発計画」に基づき、国、国内関係研究機関及び大学等との共同

研究等を通じて緊密な連携を図るとともに、海外実施主体との研究協力や国

際共同プロジェクトへの参加を実施しながら、地質環境の調査・評価技術、

処分場の設計と工学技術、閉鎖後長期の安全性の評価技術等に関する技術開

発を進めた。 

 

２．包括的技術報告書等を活用した情報発信 

国際的な視点から「包括的技術報告書」（2021 年 2 月公表）の技術的な信

頼性を確認するため、2021 年 11 月にＯＥＣＤ／ＮＥＡに依頼した国際レビ

ューの結果を取りまとめた報告書が 2023年 1月に刊行された。機構は同報告

書に示された提言等への対応を取りまとめ、2023 年 6 月に公表した。また、

国際レビューの結果報告会をオンラインで開催し、国際レビューの結果と提

言等への対応について説明した上で、報告会における質疑応答や報告会後に

寄せられた質問への回答について 2023年 7月に公表した。 

一般の方々に向けて、地層処分の長期安全性をどのように確保するのかを

分かりやすく伝えるため、多重バリアシステムによる設計概念及び安全評価

に関する分かりやすい説明資料や動画の検討を進めた。また、諸団体からの

要望に基づき地層処分技術に関する説明や質問への回答を行った。 
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３．処分場の設計検討 

「包括的技術報告書」で示した処分場の設計検討を基に、海外における規

制基準や国際機関の発行するガイドを参考にしつつ、様々な要件や地質環境

に応じて処分場の設計を最適化するための基本的考え方に関する検討を進め

た。 

 

４．事業を推進する技術マネジメントの強化 

地層処分事業を着実に進めていくため、技術開発を推進するプロジェクト

統括管理能力の向上、人材育成、体制整備等による技術マネジメントの強化

を図った。 

国際連携・貢献においては、地層処分関連プロジェクトに関するＯＥＣＤ

／ＮＥＡや国際原子力機関（以下「ＩＡＥＡ」という。）の定例会合への出

席に加えて、諸外国との情報交換など、国際活動の推進を図った。 

また、2023 年 4 月に国立研究開発法人日本原子力研究開発機構幌延深地層

研究センター（以下「幌延深地層研究センター」という。）の地下研究施設

を活用した幌延国際共同プロジェクトの協定書に署名の上、合同タスクミー

ティングや各タスクの会合に出席し、当面の作業方針などを確認した。 

 

（2024事業年度の事業計画） 

１．計画的な技術開発の推進 

地層処分の安全性について社会の皆さまから理解を得ていくため、また地

層処分事業の実施主体として信頼できる技術的能力を有する存在となるため、

機構の「中期技術開発計画」に基づき、関係研究機関と緊密に連携し、処分

場に適した地質環境を選定するための調査・評価技術、地質環境条件を考慮

した処分場の設計と工学技術、処分場閉鎖後の長期安全性を確認するための

安全評価技術等の信頼性向上を中核に据え、事業の安全な実施を大前提とし

た経済性・効率性の向上等を目的とする技術開発を以下の（１）～（４）に

従って進める。 

この際、地層処分の実施主体として地層処分技術に係る技術開発全体を俯

瞰しつつ、事業を推進するための技術マネジメント能力の向上を図りながら、

人材の育成・確保、国際連携・貢献にも配慮し、効果的かつ効率的に進める。 

 

（１）地質環境の調査・評価技術及びモデル化技術の高度化 

処分場に適した地質環境を選定するための調査・評価技術の信頼性を向上

させるため、調査地域の調査結果に基づき把握した過去から現在に至るまで
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の自然現象に関する変動傾向の特徴とその継続性を踏まえて、処分場の長期

的な安全機能に関わると考えられる自然現象の将来の発生可能性や発生した

場合に処分場閉鎖後の地質環境に与える影響を評価する技術を高度化してい

く。具体的には処分場における長期的な自然現象の発生に関するシナリオを

設定し、地質環境特性の長期的な変化を評価する技術を整備する。 

今後、実際にサイト調査を行っていくことを見据えて、日本の多様な地質

環境に応じて、物理探査やボーリング調査、地下水等のモニタリング、ボー

リング孔の最終的な閉塞を一連の業務として的確に実施できるよう、各々の

調査技術の高度化や必要な資機材等の整備及びそれらの妥当性・適用性を確

認するための実証試験等を実施し、実施能力向上や調査結果の評価能力の確

認を体系的に進める。現場作業を見据えた安全・品質に関する管理能力の向

上にも努める。加えて、地質環境に関する科学的知見の拡充や国内の地質情

報の収集をより合理的・体系的に進めるため、分野横断的に関係機関との連

携を一層強化する。 

上記の技術開発による成果をより汎用的・継続的に利用できるようにする

ため、関連する情報・データ・知識に関するＤＸ（Digital Transformation）

の推進について検討を進め、サイト調査に適用するという目的に適した品質

マネジメントやデータマネジメント、それらに資するデータベースシステム

の整備に着手する。 

 

（２）処分場の設計と工学技術の体系的な整備 

人工バリアの設計・施工に関する技術の信頼性を向上させるため、日本の

多様な地質環境条件と放射性廃棄物の特性を考慮して、安全機能を担う人工

バリアの長期健全性を評価する技術とそのための基盤データの整備に継続的

に取り組む。 

金属製処分容器（ガラス固化体のオーバーパック及びＴＲＵ等廃棄物の廃

棄体パッケージ）の材料に関する長期的な耐食性評価の信頼性向上を目的と

して、処分環境で想定される様々な条件におけるその材料の腐食現象の理解

を進め、これを評価するためのモデルの検討に継続して取り組む。このため、

公益社団法人腐食防食学会に設置していただいた「長期腐食寿命評価技術検

討委員会」での検討を継続する。緩衝材に用いるベントナイトについて技術

的成立性を高める取組みとして、100℃を超える高温環境、微生物の増殖、

流出現象等が期待する性能に与える影響について、継続的に知見の拡充を進

める。併せて、人工バリア材料の特性の長期的な変遷に関するナチュラルア

ナログによる傍証事例を収集し、その現象を科学的に説明するための分析を

実施する。 
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人工バリアの代替材料については、製作技術の開発等を通じて、技術的成

立性の検討を継続するとともに、設計オプションの整備を進める。さらに、

サイト固有の地質環境条件に応じた処分場の建設・操業・閉鎖方法の最適化

能力の向上のため、地下施設のレイアウト、坑道の掘削（建設）・廃棄体の

定置（操業）・坑道の埋戻し（閉鎖）に関する設計及び施工技術の高度化に

取り組む。処分場の建設・操業技術の高度化においては、遠隔操作化・自動

化技術に加え、ＩＣＴ（Information and Communication Technology）の適

用やＤＸの活用に関する検討を継続する。 

処分場の建設・操業期間中等の安全性向上のため、これまでに検討を進め

てきた坑道内の搬送設備を対象として、事故の未然防止、事故対応及び復旧

策の検討・整備を進める。建設・操業期間中等に発生する可能性のある地震

への対応として、坑道の耐震性評価手法の整備に向けた各種試験及び評価モ

デルの開発を進める。 

合理的かつ実現可能性の高い廃棄体の回収技術の整備に取り組むとともに、

坑道を開放維持することで回収可能性を確保する期間における、湧水の影響

による地下水位の低下など、処分場の建設・操業・閉鎖による地質環境への

影響を低減する観点から、適切な地下施設の設計及び坑道の維持方策の整備

を進める。 

 

（３）閉鎖後長期の安全性の評価に関する技術の高度化 

処分場の閉鎖後長期の安全性を評価する技術の信頼性をより向上させるた

め、処分場の熱的・水理学的・力学的・化学的（Ｔ－Ｈ－Ｍ－Ｃ）状態の時

間的変遷を考慮した廃棄体から生活圏に至る核種移行評価手法の整備に継続

的に取り組む。 

緩衝材の再冠水過程に対するＴ－Ｈ－Ｍ－Ｃ連成解析モデルの整備におい

て、原位置試験や室内試験を通じた妥当性の検討を継続する。シナリオの作

成プロセスにおける根拠情報の追跡性を高めるため、閉鎖後長期の安全評価

シナリオの設定に関する情報管理ツールの整備に引き続き取り組む。 

地下深部環境における核種移行挙動の解析技術の信頼性を一層向上させる

ため、母岩を対象とした地下水流動・物質移行解析モデルの妥当性を確認す

る手法の整備を進める。設計仕様に加え、閉鎖後のニアフィールド（地下施

設や人工バリア、周辺の岩盤を含む領域）におけるＴ－Ｈ－Ｍ－Ｃ状態の時

間変遷に関する情報を反映し、地下深部から生活圏に至る広域スケールでの

核種移行挙動を解析する技術の構築に継続的に取り組む。このような大規模

な数値解析を機械学習の技術を活用して高速に処理する手法等をＤＸ推進の

一環として検討する。核種移行挙動の解析を行うために必要となる核種の溶
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解度、収着分配係数、拡散係数等のパラメータに関して、それらを核種移行

解析において設定するための基盤となるデータの拡充とデータベースの整備

を継続する。併せて、地質環境の調査結果を踏まえた特定の地質環境条件に

おけるこれらパラメータの適切な設定手法の構築に引き続き取り組む。 

以上の成果を踏まえて、閉鎖後長期の安全評価に関する情報管理ツールの

改良を継続し、関連する情報・データ・知識の一元的管理を促進することに

よってＤＸの推進に取り組む。 

 

（４）処分場の設計に係る検討 

処分場の設計を最適化するための基本的考え方に基づき、上記（２）で取

り組む人工バリア等に関する技術開発の成果や上記（３）で述べた閉鎖後長

期の安全性の評価に関する技術開発の成果等も活用し、様々な要件や地質環

境に応じて、環境影響を最小にする等の特定の目的に沿って設計を最適化す

るための手法の開発に取り組む。 

 

２．事業を推進する技術マネジメントの強化 

（１）概要調査の実施を想定した体制整備、調査実施能力強化の取組み 

概要調査の開始及び全国の複数の地域での調査の同時実施を見据え、実施

体制の立案を含めた体系的な概要調査計画の検討を進める。また、調査で必

要な資機材等の確保について検討し、計画的に準備していく。 

概要調査の実施能力を高めるため、物理探査、ボーリング調査等の実施と、

その結果を統合した調査目的の達成度評価に即して、これまでに整備を進め

てきた現場作業の安全管理に関する計画の検討や調査に係るデータの品質管

理手法の拡充を進める。 

地域の自然環境調査に関しては、土地利用制限及び自然環境への影響の評

価に関する検討を引き続き進める。 

 

（２）技術開発成果の品質向上に係る取組み 

「中期技術開発計画」に基づく技術開発の計画的な推進とその成果の品

質・信頼性の向上を図るため、技術開発業務全般の品質保証プロセスに関す

る体系的な考え方の整備を継続する。国内外の関連分野の研究開発動向を常

に把握し、評議員会による評価・提言や、技術アドバイザリー委員会、各種

関連学会、各種説明会等における意見等を踏まえて、機構の技術開発の取組

みについて自己評価を行い、継続的に改善を進めていく。 

 

（３）地層処分の技術に対する信頼を一層高めるための情報発信 
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地層処分の安全確保の考え方について広く社会の皆さまに理解していただ

けるよう、機構のこれまでの技術開発成果について、様々な学術分野の専門

家や一般の方々に向けた情報発信を、分かりやすさを重視して、積極的かつ

継続的に実施する。具体的には、「包括的技術報告書」やそのレビュー結果

等を活用し、「技術対話」を実施する。 

 

（４）共同研究等を通じた国内外機関との連携・国際貢献の着実な推進 

技術開発の着実な推進を図るため、関連研究機関や大学等の共同研究を進

めるとともに、引き続き様々な国際共同プロジェクトへの参画や共同研究を

通じて技術的成果や経験を各国と共有し、地層処分技術を最新のものとする

ことと人材育成に貢献する。幌延国際共同プロジェクトについては、幌延深

地層研究センターの地下坑道を活用した３つの課題（物質移行試験、処分技

術の実証と体系化、実規模の人工バリアシステム解体試験）への参加を継続

し、諸外国の関係機関との議論を通じて技術力向上及び人材育成を図る。 

ＯＥＣＤ／ＮＥＡ、ＩＡＥＡ、放射性物質環境安全処分国際協会（ＥＤＲ

ＡＭ）等の国際機関の活動に引き続き参加し、地層処分事業に関する国際動

向を継続的に把握するとともに、機構の経験等を共有し国際貢献に努める。 

 

（５）知識マネジメント基盤の強化 

事業の各段階で扱う要件（法令類、規制要件、社会経済的要請等やこれら

に基づく設計要件等）及びこれを満たすために必要となる知識を体系的に管

理し、効率的に活用するためのマネジメントシステムの構築を進める。これ

までに収集した諸外国や国際機関における規制関連情報もこの中で一元管理

し、より積極的な情報発信に活用できるようにしていく。また、閉鎖後長期

の安全評価シナリオの設定に関する情報管理ツールの改良も踏まえ、セーフ

ティケースへの統合を目的として、知識の効果的な活用を支援するデジタル

技術を活用したツールの開発・整備を進め、ＤＸの推進に取り組む。 

 

（６）人材育成に係る取組み 

地層処分技術の活用や技術開発に求められる専門分野のほか、事業推進に

必要な人材育成については、地層処分に関連する関係機関と協働し、所属す

る若手技術者等を対象とした合同研修等へ参加するとともに、ベテラン職員

による若手職員へのＯＪＴにより、地層処分技術に関する知見の継承を進め

る。 
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Ⅵ 組織運営 

 

（2023事業年度事業活動） 

１．公正かつ適切な事業運営の継続と事業活動の絶えざる改善 

機構のガバナンスの基礎となる評議員会・理事会の運営を適切に行うとと

もに、監事の指摘事項等への対応を行った。 

コンプライアンス及びリスクマネジメントの徹底、内部監査の適正な実施、

情報セキュリティの強化、適正な契約手続の確保、業務品質マネジメントの

充実、部門間の連携の強化に関する取組み等を着実に推進した。加えて、個

別業務の実施状況の自己点検や評議員会からの評価・提言を踏まえた業務改

善を進めた。 

今後の事業展開を見据え、新たな事業フェーズで機構が達成すべき「中期

事業目標」の策定に向けた検討を進めた。また、現行の「中期事業目標」を

実現するための方策として策定している「対話活動計画」については、基本

方針の改定を踏まえた計画の見直し及び「対話・広報活動計画」への改称を

行った。「中期人材確保・育成方針」については、見直しに向けた検討を継

続して行った。 

大規模自然災害の発生等により事業活動が中断した際に再開優先度が高い

業務を確実に再開・継続できるよう策定した事業継続計画を事業の進捗を踏

まえて更新した。また、危機対応時の初動対応として、安否確認マニュアル

の作成に向けた検討を行った。 

安全衛生活動については、安全衛生委員会の定期的開催を中心に、職員が

機構内部のウェブサイトで「安全衛生メッセージ」を継続的に発信するなど、

職員の安全確保と健康の維持増進に資する活動を推進した。 

 

２．今後の事業展開を見据えた計画的かつ継続的な人材の確保と育成 

「中期人材確保・育成方針」に基づき、新卒採用やキャリア採用、各種研

修による計画的な人材の確保と育成に継続して取り組んだ。 

人材確保については、外部就職セミナーや採用説明会への出展、大学の研

究室への訪問、インターンシップの実施等の新卒採用活動を進めるとともに、

専門的なスキルを有する人材をキャリア採用により確保した。さらに、豊富

な経験を有する人材を発電用原子炉設置者や関係機関等の協力を得て確保し

た。 

計画的かつ継続的な人材育成のため、機構内外における各種研修の受講の

奨励や新卒プロパー職員の計画的なキャリア形成に向けたジョブローテーシ

ョンを実施した。 
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３．総合的な事業運営の推進と今後の事業展開に対応できる組織体制整備 

今後の中期的な事業展開を見据え、事業の進展に迅速かつ確実に対応し得

る組織体制の整備に関する検討を進めた。 

 

４．職場総合力の向上 

機構の事業を円滑に進めていくためには、職員が働きがいを感じ、多岐に

わたる業務に連携して取り組む必要があることを踏まえ、その前提となる働

きやすい職場づくりに向けて、ワークライフバランスの実現に向けた年間総

労働時間の抑制や有給休暇取得率の向上に関する取組み、女性活躍等に関す

る行動計画の着実な実施、寿都・神恵内両交流センター及び札幌事務所の執

務環境等の改善など、職場総合力の向上に資する取組みを推進した。 

 

（2024事業年度の事業計画） 

１．公正かつ適切な事業運営の継続と事業活動の絶えざる改善 

公正かつ適切な事業運営を継続するため、評議員会・理事会を適切に運営

し、監事の指摘事項等に的確に対応する。 

コンプライアンス及びリスクマネジメントの徹底、内部監査の適切な実施、

危機管理体制・能力の強化、規程類の体系的整備の継続と国の制度改正に対

応した規程類の見直し、公正かつ透明な契約手続を基盤とする契約の適正性

の確保、情報セキュリティの強化、デジタル技術の活用による業務改善やＤ

Ｘに関する検討など、事業運営の基盤となる取組みを推進する。 

事業活動の絶えざる改善に向けて、ＰＤＣＡの取組みを適切に展開する。

具体的には、必要に応じて設定したＫＰＩ等に照らした個別業務の自己点検、

評議員会による評価・提言の速やかな反映を通じて事業活動を改善していく。 

安全・衛生に関しては、引き続き、安全衛生委員会による活動を中心に職

員の安全確保と健康の維持増進を図る。 

 

２．組織体制の整備に向けた検討及び新たな「中期事業目標」の策定 

全国の複数の地域における文献調査の並行実施、文献調査自治体における

調査の進展などの中期的な事業展開を想定し、機構が達成すべき新たな「中

期事業目標」を適切な時期に策定できるよう検討を継続する。併せて、概要

調査の開始を見据え、現地機能の強化に関する検討や調査データの統合と解

釈を高い品質で着実に実施し得る体制の検討・整備を進める。 

 

３．計画的かつ継続的な人材の確保と育成 
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文献調査の進展、対話・広報活動の充実、技術開発の推進、組織運営の高

度化などを想定し、「中期人材確保・育成方針」に基づき、必要となる人材

の計画的な確保、育成を進める。 

人材の確保については、新卒採用の安定的な確保に資するため、採用説明

会の開催、外部就職セミナーへの出展、インターンシップを通じた学生への

機構の事業内容や魅力の発信に加え、技術系職員による大学研究室訪問や学

生への若手職員訪問の機会提供など、多様な採用活動を展開する。併せて、

専門的なスキルや豊富な経験を有する人材の確保のため、キャリア採用を継

続する。その上で、更なる人材確保が必要な場合には、発電用原子炉設置者

や関係機関等と連携して対応を行う。また、事業の進展に備えて、個別地域

での対応、調査地域での対応に従事する要員のプロパー化を進める。 

人材の育成については、ジョブローテーションを通じた職員に対する幅広

い業務経験の付与、業務上の機会を通じたベテラン職員から若手職員への技

術・スキルの伝承、機構内外での各種研修等の実施を積極的に進めていく。 

 

４．職場総合力の向上と組織一体となった事業運営の推進 

機構の使命達成や課題解決に向けて、職場総合力の更なる向上が必要であ

ることを踏まえ、ダイバーシティの推進、労務管理の的確な実施に取り組む。

また、組織一丸となって事業活動を推進していくため、部門間の連携強化と

一体感醸成に資する取組みの充実、デジタル技術の活用による業務効率化、

現地拠点を含む事務所の執務環境・生活環境の整備を実施する。 

 

５．効率的な業務運営と経費の削減 

事業の推進に当たっては、機構の活動原資が電気料金であることを自覚し、

公正で透明性の高い事業運営に取り組み、常にコスト意識を高く持ち予算執

行を適切に管理することにより、計画的かつ効率的な業務実施と適切な経費

削減に努める。 

 

６．適切な情報公開 

情報公開規程に則って適切に対応することにより、事業の透明性を確保し、

機構への信頼性を高めていく。 

 

 

Ⅶ 拠出金の徴収 

 

最終処分法第 11 条及び第 11 条の 2 の規定により、発電用原子炉設置者等
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から拠出金を徴収する。 

 

 

以 上 
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2024（令和 6）事業年度 予算（変更） 

 

予  算  総  則 

 

（収入支出予算） 

第１条 原子力発電環境整備機構（以下「機構」という。）の 2024（令和 6）事

業年度収入支出予算は、別紙「収入支出予算（変更）」に掲げるとおりとす

る。 

 

（債務を負担する行為） 

第 2 条 機構が、「原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令」

（平成 12 年通商産業省令第 153 号。以下「省令」という。）第 7 条の規定に

より 2024（令和 6）事業年度において債務を負担する行為ができる事項ごと

の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びこれを必要とする理由は、

次のとおりとする。 

第一種最終処分業務勘定 

（事項）技術開発に必要な経費 

機構は、地層処分事業の技術開発について、円滑かつ計画的に遂行す

るため、2024（令和 6）事業年度及び 2025（令和 7）事業年度の 2 か年

において負担となる契約を 355 百万円を限度として、2024（令和 6）事

業年度から 2026（令和 8）事業年度の 3 か年において負担となる契約を

30 百万円を限度として、2024（令和 6）事業年度から 2027（令和 9）事

業年度の 4 か年において負担となる契約を 2,087 百万円を限度として、

2024（令和 6）事業年度において結ぶことができる。 

（事項）概要調査地区の選定に係る調査に必要な経費 

機構は、地層処分事業の概要調査地区選定調査について、円滑かつ計

画的に遂行するため、2024（令和 6）事業年度及び 2025（令和 7）事業

年度の 2 か年において負担となる契約を 367 百万円を限度として、2024

（令和 6）事業年度において結ぶことができる。 

（事項）広報活動に必要な経費 

機構は、地層処分に関する広報活動について、円滑かつ計画的に遂行

するため、2024（令和 6）事業年度から 2026（令和 8）事業年度の 3 か

年において負担となる契約を 475 百万円を限度として、2024（令和 6）

事業年度において結ぶことができる。 

（事項）事業管理に必要な経費 

機構は、地層処分事業の基盤整備等について、円滑かつ計画的に遂行
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するため、2024（令和 6）事業年度及び 2025（令和 7）事業年度の 2 か

年において負担となる契約を 131 百万円を限度として、2024（令和 6）

事業年度において結ぶことができる。 

 

第二種最終処分業務勘定 

（事項）技術開発に必要な経費 

機構は、地層処分事業の技術開発について、円滑かつ計画的に遂行す

るため、2024（令和 6）事業年度及び 2025（令和 7）事業年度の 2 か年

において負担となる契約を 96 百万円を限度として、2024（令和 6）事業

年度から 2026（令和 8）事業年度の 3 か年において負担となる契約を 9

百万円を限度として、2024（令和 6）事業年度から 2027（令和 9）事業

年度の 4 か年において負担となる契約を 564 百万円を限度として、2024

（令和 6）事業年度において結ぶことができる。 

（事項）概要調査地区の選定に係る調査に必要な経費 

機構は、地層処分事業の概要調査地区選定調査について、円滑かつ計

画的に遂行するため、2024（令和 6）事業年度及び 2025（令和 7）事業

年度の 2 か年において負担となる契約を 100 百万円を限度として、2024

（令和 6）事業年度において結ぶことができる。 

（事項）広報活動に必要な経費 

機構は、地層処分に関する広報活動について、円滑かつ計画的に遂行

するため、2024（令和 6）事業年度から 2026（令和 8）事業年度の 3 か

年において負担となる契約を 129 百万円を限度として、2024（令和 6）

事業年度において結ぶことができる。 

（事項）事業管理に必要な経費 

機構は、地層処分事業の基盤整備等について、円滑かつ計画的に遂行

するため、2024（令和 6）事業年度及び 2025（令和 7）事業年度の 2 か

年において負担となる契約を 36 百万円を限度として、2024（令和 6）事

業年度において結ぶことができる。 

 

（流用等の制限） 

第 3 条 次に掲げる経費は、省令第 8 条第 2 項に規定する予算総則で指定する

経費とし、機構は、第一種最終処分業務勘定内又は第二種最終処分業務勘定

内において、当該経費の金額と他の経費との間に相互に流用する場合又は当

該経費の金額に予備費を使用する場合は、経済産業大臣の承認を受けなけれ

ばならない。ただし、当該勘定内における事業管理費の役職員給与と一般管

理費の役職員給与との間の流用は除く｡ 
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第一種最終処分業務勘定 

（項）事業管理費 

（目）役職員給与 

（項）一般管理費 

（目）役職員給与 

第二種最終処分業務勘定 

（項）事業管理費 

（目）役職員給与 

（項）一般管理費 

（目）役職員給与 

 

（繰越しの制限） 

第 4 条 次に掲げる経費は、省令第 9 条第 1 項ただし書に規定する予算総則で

指定する経費とし、機構は、その経費の金額を翌事業年度に繰り越して使用

する場合は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。 

第一種最終処分業務勘定 

（項）事業管理費 

（目）役職員給与 

（項）一般管理費 

（目）役職員給与 

第二種最終処分業務勘定 

（項）事業管理費 

（目）役職員給与 

（項）一般管理費 

（目）役職員給与 

 

（収入支出予算の弾力条項） 

第 5 条 機構は、受託収入などの増加により受け入れる収入金額が予算額に比

して増加するときは、その増加する金額を限度として当該業務に必要な経費

の支出に充てることができる。 

２ 機構は、業務の増加などにより支出金額が予算額を超えるときは、すみや

かに予算変更の手続きを行う。 

 

（給与等の制限） 

第 6 条 機構は、支出予算の範囲内であっても役職員の定員及び給与をこの予

算において予定した定員及び給与の基準を超えてみだりに増加し又は支給し

てはならない。 
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2024（令和 6）事業年度 収入支出予算（変更）

 
 

（注１） 収入予算については、「発電用原子炉の運転計画」等をもとに算出している。 

（注２） 計数については、円単位での計算後、百万円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しない。 

（注３） ＜－＞の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、＜０＞の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示す。  

  

（単位：百万円）

第一種最終処分  第二種最終処分 第一種最終処分  第二種最終処分

 業務勘定  業務勘定  業務勘定  業務勘定

 積立金預け金 66,293 58,348 7,944 拠出金収入 66,293 58,348 7,944

技術開発費 3,348 2,651 697 積立金取戻 10,269 8,099 2,169

概要調査地区選定調査費 354 279 75 その他収入 - - -

利息収入 - - -

広報活動費 1,522 1,198 323 雑収入 - - -

事業管理費 3,258 2,565 693

役職員給与 1,691 1,332 359

管理諸費 1,566 1,233 333

一般管理費 1,582 1,245 336

役職員給与 920 724 195

管理諸費 662 521 140

予備費 201 158 42

76,562 66,448 10,114 76,562 66,448 10,114

科　　　目 合　計

合　　　計 合　　　計

科　　　目 合　計

支　　　　　　出 収　　　　　　入

別紙 
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資 金 計 画 
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2024（令和 6）事業年度 資金計画（変更） 

 
 

（注１）  収入資金計画については、「発電用原子炉の運転計画」等をもとに算出している。 

（注２）  計数については、円単位での計算後、百万円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しない。 

（注３）  ＜－＞の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、＜０＞の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示す。  
 

  

（単位：百万円）

第一種最終処分  第二種最終処分 第一種最終処分  第二種最終処分

 業務勘定  業務勘定  業務勘定  業務勘定

　前年度の再積立金 13 10 2 　前年度よりの繰越金 2,771 2,164 606

　積立金預け金 66,293 58,348 7,944 　拠出金収入 66,293 58,348 7,944

　技術開発費 4,094 3,218 875 　積立金取戻 10,269 8,099 2,169

　概要調査地区選定調査費 354 279 75 　その他収入 - - -

利息収入 - - -

広報活動費 1,606 1,265 341 雑収入 - - -

事業管理費 3,113 2,452 661

役職員給与 1,601 1,261 339

管理諸費 1,512 1,190 321

　一般管理費 1,569 1,236 333

役職員給与 908 716 192

管理諸費 661 520 140

　予備費 201 158 42

　翌年度への繰越金 2,086 1,642 443

79,333 68,612 10,721 79,333 68,612 10,721

科　　　目 合　計

合　　　計 合　　　計

科　　　目 合　計

支　　　　　　出 収　　　　　　入
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予 算 添 付 書 類 

（貸 借 対 照 表） 

（損 益 計 算 書） 
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2024（令和 6）事業年度 予定貸借対照表（変更） 
（２０２５年３月３１日） 

 
 

（注１）計数については、円単位での計算後、百万円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しない。  

（注２）＜－＞の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、＜０＞の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示す。  

 

  

第一種最終処分 第二種最終処分 第一種最終処分 第二種最終処分

業務勘定 業務勘定 業務勘定 業務勘定

流動資産 2,087 1,643 443 流動負債 2,090 1,646 444

現金及び預金 2,086 1,642 443 未払費用 2,073 1,632 440

前払費用 1 1 0 預り金 12 9 2

短期リース債務 3 2 0

その他の流動負債 1 1 0

固定資産 1,347,135 1,257,504 89,630 固定負債 1,347,131 1,257,501 89,630

事業用固定資産 42 33 8 退職給付引当金 497 392 105

有形固定資産 9 7 2 積立金預け金見返 1,346,320 1,256,861 89,458

建物 2 1 0 資産見返拠出金 311 245 65

建物附属設備 4 3 0 リース債務 2 2 0

工具器具備品 2 2 0 （負債合計） 1,349,222 1,259,147 90,074

無形固定資産 32 25 6

ソフトウェア 32 25 6

一般管理用固定資産 117 92 24

有形固定資産 100 79 21

建物附属設備 5 4 1

車両運搬具 6 4 1

工具器具備品 82 65 17

リース資産 6 4 1

無形固定資産 16 13 3

電話加入権 0 0 0

ソフトウェア 15 12 3

その他無形 0 0 0

投資その他の資産 1,346,975 1,257,378 89,597 （純資産合計） - - -

積立金預け金 1,346,818 1,257,254 89,563

長期投資 151 119 32

長期前払費用 6 4 1

1,349,222 1,259,147 90,074 1,349,222 1,259,147 90,074

科　　　目 合　計

合　　計 　合　　計

合　計科　　　目

（単位：百万円）

資　　　　産　　　　の　　　　部 負　債　及　び　純　資　産　の　部
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2024（令和 6）事業年度 予定損益計算書（変更） 
（自 ２０２４年４月１日   至 ２０２５年３月３１日） 

 
 

（注１）計数については、円単位での計算後、百万円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しない。  

（注２）＜－＞の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、＜０＞の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示す。  

 

第一種最終処分 第二種最終処分 第一種最終処分 第二種最終処分

業務勘定 業務勘定 業務勘定 業務勘定

経常費用 10,379 8,186 2,193 経常収益 10,379 8,186 2,193

技術開発費 3,352 2,653 698 拠出金見返戻入 10,379 8,186 2,193

概要調査地区選定調査費 354 279 75 資産見返拠出金戻入 - - -

広報活動費 1,522 1,198 323 その他収益 - - -

事業管理費 3,258 2,565 693 受取利息 - - -

一般管理費 1,783 1,404 379 雑収益 - - -

退職給付引当金繰入 107 83 23

事業用減価償却費 - - -

一般管理用減価償却費 - - -

その他費用 - - -

10,379 8,186 2,193 10,379 8,186 2,193合　　計 　合　　計

科　　　目 合　計 科　　　目 合　計

（単位：百万円）

費　　　用　　　の　　　部 収　　　益　　　の　　　部




